
三田市山並み・田園景観計画



　前項に示した景観類型のうち、山並み・田園景

観類型に分類される区域について、三田市山並み・

田園景観計画を定めます。

【対象区域】

三輪の一部、大原の一部、尼寺、志手原、成谷、香下、

山田の一部、桑原の一部、高次の一部、福島の一部、

東野上の一部、加茂の一部、宮脇の一部、末、北浦、

下青野、上青野、母子、永沢寺、乙原、小野、川原、

末吉、布木、田中、十倉、酒井、鈴鹿、下里、上槻瀬、

下槻瀬、市之瀬、木器、波豆川、小柿、藍本、西

相野の一部、上相野の一部、大川瀬、上本庄、須

磨田、東本庄の一部、井ノ草、東山、大畑の一部、

長坂の一部、洞の一部、四ツ辻の一部

N

S = 1/65,000

山並み・田園景観計画区域図

Ⅰ　対象区域
　　景観法第８条第２項第１号関係
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